
 

 
第第22節節  ⾃⾃然然災災害害かかららのの復復旧旧・・復復興興  

 
 
我が国は⾃然災害が発⽣しやすい環境下にあることから、発災そのものを抑制する「防

災」、発⽣時の被害を⼩さくする「減災」、被災後速やかに同じ機能に戻す「復旧」、⽣活環
境や経済を含め質的な向上等を⽬指す「復興」を効果的に連携させ、災害に対する国⼟の
強 靱

きょうじん
性を⾼めることで、⾷料の安定供給の確保につなげていくことが重要です。 

本節では、令和6年能登
の と

半島
はんとう

地震等を含む近年の⼤規模⾃然災害からの復旧・復興に向
けた取組等について紹介します。 

 
((11))  近近年年のの⼤⼤規規模模⾃⾃然然災災害害かかららのの復復旧旧・・復復興興  
((近近年年はは地地震震やや⼤⼤⾬⾬等等にによよるる被被害害がが継継続続的的にに発発⽣⽣))  

近年は「平成28年熊本
くまもと

地震」、「平成30年北海道
ほっかいどう

胆振
い ぶ り

東部
と う ぶ

地震」、「令和元年房総
ぼうそう

半島
はんとう

台⾵」、
「令和元年東⽇本台⾵」、「令和6年能登半島地震」といった⼤規模な⾃然災害が⽇本各地
で発⽣しており、農作物や農地・農業⽤施設等にも甚⼤な被害が発⽣しています(図図表表
77--22--11)。 

 

 
 

((近近年年のの⼤⼤規規模模⾃⾃然然災災害害かかららのの復復旧旧・・復復興興をを推推進進))  
「令和5年6⽉29⽇からの⼤⾬」、「令和5年梅⾬前線による⼤⾬及び台⾵第2号」等により

被災した農地・農業⽤施設については、令和8(2026)年3⽉末時点で、災害復旧事業の対象
となる6,137件のうち約8割の5,016件で復旧が完了しました。 

「令和6年9⽉20⽇からの⼤⾬」、「令和6年7⽉25⽇からの⼤⾬」等により被災した農地・
農業⽤施設については、令和8(2026)年3⽉末時点で、災害復旧事業の対象となる1,327件
のうち約3割の427件で復旧が完了しました。 

農林⽔産省は、引き続き、関係する都道府県や市町村と連携し、復旧⼯法に関する技術
的⽀援等を⾏い、早期復旧を⽬指していくこととしています。 

 

図表7-2-1 過去10年の農林⽔産関係の⾃然災害による被害額 

資料：農林⽔産省作成 
注：令和7(2025)年の被害額は、令和8(2026)年3⽉末時点の数値 
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12⽉に策定した「⾵評払拭・リスクコミュニケーション強化戦略」に基づく取組のフォロ
ーアップとして、「知ってもらう」、「⾷べてもらう」、「来てもらう」の三つを柱とする情報
発信を実施し、⾵評の払拭に取り組んでいます。 

また、福島県の農林⽔産業の復興に向けて、⽣産段階と流通段階での産地競争⼒の強化、
GAP認証等の取得、放射性物質の検査、国内外の販売促進といった⽣産から流通・販売に
⾄るまでの総合的な⽀援を⾏っています。 

 
((農農林林漁漁業業者者等等へへのの損損害害賠賠償償⽀⽀払払累累計計額額はは11兆兆11,,888888億億円円))  

原⼦⼒損害の賠償に関する法律の規定により、東電福島第⼀原発の事故の損害賠償責任
は東 京 電 ⼒

とうきょうでんりょく
ホールディングス株式会社が負っています。 

同社によるこれまでの農林漁業者等への損害賠償⽀払累計額は、令和8(2026)年2⽉末時
点で1兆1,888億円となっています1。 

 
1 農林漁業者等の請求・⽀払状況について、関係団体等からの聞き取りから把握できたもの 
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((33))  令令和和77((22002255))年年ににおおけけるる⾃⾃然然災災害害にによよるる被被害害状状況況  
((令令和和77((22002255))年年はは22,,003355億億円円のの被被害害がが発発⽣⽣))  

令和7(2025)年は、⼤⾬、⼤雪、暴⾵等により、各地で農作物や農業⽤ハウス、農地・
農業⽤施設等における被害が発⽣しました(図図表表77--22--22、図図表表77--22--33)。これらの災害による
農林⽔産関係の被害額は2,035億円となりました。 

 

 
 

 

図表7-2-2 令和7(2025)年の主な⾃然災害による農林⽔産関係の被害額 

資料：農林⽔産省作成 
注：令和8(2026)年3⽉末時点の数値 

（単位：億円）

農作物等
農地・農業
⽤施設等

令和7年冬期の⼤雪 244.9 244.9 0.0 3.7 0.0 248.6
令和7年8⽉6⽇からの⼤⾬ 1,058.2 101.2 957.0 331.9 4.8 1,394.9
令和7年9⽉1⽇からの⼤⾬及び
突⾵

86.1 26.7 59.4 53.1 3.1 142.3

合計農業関係 林野関係 ⽔産関係

「「令令和和77年年88⽉⽉66⽇⽇かかららのの⼤⼤⾬⾬」」にによよりり
決決壊壊ししたたたためめ池池堤堤体体((福福岡岡県県))  

災災害害にに関関すするる情情報報((農農林林⽔⽔産産省省))  
URL：https://www.maff.go.jp/j/saigai/index.html 

 
⽯川県輪島市

わ じ ま し
の上⽥

う え だ
農園では、令和6年能登半島地震と奥能登豪⾬に

より農業⽤施設の損壊や農地への⼟砂の堆積等の被害を受けました
が、被災直後から営農を再開し、⽔分量や堆肥にこだわり、⾵⼟に適
した農業に取り組んでいます。 

同農園の代表である上⽥
う え だ

拓郎
たくろう

さんは、⽗の後を継いで就農し、トマ
トに加え、ロマネスコやトレビスといった⻄洋野菜を中⼼に年間約70
種類の農産物を⽣産しています。特にトマトに関しては、災害を乗り
越えたという意味から「奇跡のトマト」と呼ばれており、東京都内の
数多くのレストランに出荷しています。地元の⾼校の野球部や取引先
のレストランからの⽀援を受けながら農地の復旧を進め、令和7(2025)
年の⽣産量は、被災前とほぼ同⽔準となっており、作業場以外の農業
⽤施設も復旧しました。 

今後の⽬標としては、被災した作業場を建て直し、加⼯場や調理場
を併設して、レストランのシェフを招き、同農園で収穫した野菜のイ
ベントを実施することとしています。 

収収穫穫作作業業のの様様⼦⼦  
資料：上⽥農園 

((事事例例))  震震災災・・豪豪⾬⾬かかららのの復復旧旧をを進進めめ、、⾵⾵⼟⼟にに適適ししたた農農業業をを展展開開((⽯⽯川川県県))  

 

 
 

((22))  令令和和66年年能能登登半半島島地地震震等等かかららのの復復旧旧・・復復興興  
((令令和和66年年能能登登半半島島地地震震とと奥奥能能登登豪豪⾬⾬かかららのの復復旧旧・・復復興興をを推推進進))  

令和6年能登半島地震は、市街地ばかりでなく、農⼭漁村等にも被害が広がり、⽯川県
を始めとする北陸各県等の農林⽔産業にも甚⼤な被害をもたらしました。また、復旧・復
興の途上で、令和6(2024)年9⽉20⽇からの奥

おく
能登
の と

地域における豪⾬(以下「奥能登豪⾬」
という。)が発⽣し、河川の氾濫等により約400haの農地で⼟砂・流⽊等が堆積するなど、
更なる被害をもたらしました。農林⽔産関係の主な被害額は、令和8(2026)年3⽉末時点で、
令和6年能登半島地震においては3,818億円、奥能登豪⾬においては627億円となっていま
す。 

営農再開状況については、豪⾬で被災した農地のうち約170haで復旧が完了しました。
また、令和6年能登半島地震等で被災した農地を含め、奥能登4市町1において、令和7(2025)
年は約2千haの⽔⽥で作付けが⾏われました。農林⽔産省は、引き続き、県や市町、農協
等と緊密に連携し、⼀枚でも多くの農地で営農を再開できるよう切れ⽬なく⽀援を続ける
こととしています。 

 

 
 

 
1 ⽯川県の輪島市、珠洲市、⽳⽔町、能登町 

「「奥奥能能登登豪豪⾬⾬」」にによよるる被被災災直直後後のの状状況況((左左))及及びび復復旧旧完完了了・・営営農農再再開開後後のの状状況況((右右))  
((⽯⽯川川県県))  

資料：⽯川県 

「「令令和和66年年台台⾵⾵第第1100号号」」にによよるる被被災災のの状状況況((左左))及及びび復復旧旧完完了了後後のの状状況況((右右))  
((⿅⿅児児島島県県))  
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農業⽤施設等における被害が発⽣しました(図図表表77--22--22、図図表表77--22--33)。これらの災害による
農林⽔産関係の被害額は2,035億円となりました。 

 

 
 

 

図表7-2-2 令和7(2025)年の主な⾃然災害による農林⽔産関係の被害額 

資料：農林⽔産省作成 
注：令和8(2026)年3⽉末時点の数値 
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第第33節節  防防災災・・減減災災、、国国⼟⼟強強靱靱化化とと⼤⼤規規模模⾃⾃然然災災害害へへのの備備ええ  

  
 
⾃然災害が激甚化・頻発化する中、被害を最⼩化していくためには、農業⽔利施設等の

防災・減災対策を講ずるとともに、災害への備えとしての農業版BCP1の策定、⾷品の家庭
備蓄の定着等を推進することが重要です。 

本節では、防災・減災や国⼟強 靱
きょうじん

化、災害への備えに関する取組について紹介します。 
  

((11))  防防災災・・減減災災、、国国⼟⼟強強靱靱化化対対策策のの推推進進  
((「「国国⼟⼟強強靱靱化化年年次次計計画画22002255」」をを策策定定))  

国⼟強靱化は、⼤規模⾃然災害から国⺠の⽣命・財産・暮らしを守り、サプライチェー
ンの確保を始めとして、経済活動を含む社会の重要な機能を維持するための政策であり、
国⺠⽣活や社会経済活動の礎となる国⼟基盤の⾼質化にとっても、また、我が国の持続可
能な発展を遂げる上でも、⽋かすことのできないものです。 

地震災害や気象災害、⽕⼭災害、インフラ⽼朽化等に対処するためには、中⻑期的かつ
明確な⾒通しの下、継続的・安定的に防災・減災や国⼟強靱化の取組を進めていくことが
重要です。 

農林⽔産省では、「国⼟強靱化基本計画」(令和5(2023)年7⽉閣議決定)に基づき、農業⽤
ため池のハード及びソフト対策、応急⽤⾷料等物資供給体制の充実及び備蓄、災害時にお
ける⾷品サプライチェーンの事業者間の連携・協⼒体制の構築、農道・農道橋等の保全対
策、農業⽔利施設や集落排⽔施設の耐震化、農村における地域コミュニティの維持・活性
化、⾃⽴的な防災・復旧活動の体制整備等の推進に取り組んでいます。 

また、令和7(2025)年6⽉に策定された「国⼟強靱化年次計画2025」においては、国⼟強
靱化基本計画に基づく施策(以下「国⼟強靱化施策」という。)や「防災・減災、国⼟強靱
化のための5か年加速化対策」(以下「5か年加速化対策」という。)の進捗状況が取りまと
められました。 

 
((「「55かか年年加加速速化化対対策策」」にに基基づづくく対対策策のの推推進進とと「「第第11次次国国⼟⼟強強靱靱化化実実施施中中期期計計画画」」のの策策定定))  

国⼟強靱化施策のうち、5か年加速化対策に基づき、農業・農村分野については、重点
的かつ集中的に講ずるべき対策として、「流域治⽔対策(農業⽔利施設・海岸の整備、⽔⽥
の貯留機能向上)」、「防災重点農業⽤ため池の防災・減災対策」、「農業⽔利施設等の⽼朽化、
豪⾬・地震対策」、「卸売市場の防災・減災対策」、「園芸産地事業継続対策」等の取組を実
施してきました。 

また、5か年加速化対策以後も、中⻑期的な⾒通しに基づき国⼟強靱化施策を切れ⽬な
く計画的かつ着実に推進するため、令和7(2025)年6⽉に「第1次国⼟強靱化実施中期計画」
を閣議決定したところであり、この中で、「防災重点農業⽤ため池の防災・減災対策」、「⽥
んぼダム等の取組」、「農業⽔利施設等の機能診断を踏まえた保全対策」、「卸売市場におけ
る防災・減災対策のための施設整備」、「園芸産地事業継続強化対策」等の施策が「推進が

 
1 Business Continuity Planの略で、災害等が発⽣したときの重要業務の早期復旧・事業再開に向けた計画のこと 

 

 
 

((激激甚甚災災害害のの指指定定にによよりり負負担担をを軽軽減減))  
令和7(2025)年に発⽣した災害のうち、「令和7年8⽉5⽇から9⽉21⽇までの間の豪⾬及び

暴⾵⾬による災害」等が激甚災害に指定されました(図図表表77--22--44)。これにより、農地・農業
⽤施設等の災害復旧事業について、国庫補助率の嵩上

か さ あ
げが措置され、地⽅公共団体、被災

農業者等の費⽤負担が軽減されることとされました。 
 

 

図表7-2-4 令和7(2025)年発⽣災害における激甚災害指定 

資料：内閣府資料を基に農林⽔産省作成 
注：1) 「本激」は、対象区域を全国として指定される。「局激(局地激甚災害)」は、本激の指定基準を満たさなかった場合に指定の可否が判

断され、対象区域が市町村単位で指定される。 
2) 本激は災害発⽣後、年度途中に指定される。⼀⽅、局激は原則年度末に⼀括して指定される。ただし、基準に明らかに該当する場合(基

準額の2倍強)は、本激と同様、いわゆる「早局(早期局地激甚災害)」として、年度途中に指定される。 

⾒込み公表 閣議決定 公布・施⾏
区分 主たる対象

農地、農業⽤施設、林道
R7.8.18
(13⽇間)

公共⼟⽊施設
R7.8.25

(20 ⽇間)
農林⽔産業共同利⽤施設 -

早局 公共⼟⽊施設(1町)
R7.10.31
(23⽇間)

R7.11.28
(51⽇間)

R7.12.3
(56⽇間)

局激 農地、農業⽤施設(1町) - R8.3.10 R8.3.13

令和7年10⽉8⽇から同⽉
13⽇までの間の暴⾵⾬に
よる災害

R7.10.8〜
10.13

(発災からの⽇数)

R7.11.11
(98⽇間)

R7.11.14
(101⽇間)

災害の名称 災害期間
激甚指定

令和7年8⽉5⽇から9⽉
21⽇までの間の豪⾬及び
暴⾵⾬による災害

R7.8.5〜
9.21

本激

図表7-2-3 令和7(2025)年以降の主な⾃然災害による農林⽔産関係の被害状況 

資料：農林⽔産省作成 

時期 地域
・ 強い冬型の気圧配置が続き、北⽇本から⻄⽇本の⽇本海側で⼤雪となり、⻄⽇本太平

洋側でも積雪が⾒られた。
・ 果樹の枝折れ・倒伏、農業⽤ハウスの損壊・倒壊等の被害が発⽣。特に、⻘森県では

りんごの樹体損傷が広域で発⽣した。
・ ⽇本付近に停滞した前線や前線上の低気圧に向かって暖かく湿った空気が流れ込んだ

影響で、北⽇本から⻄⽇本の広い範囲で⼤気の状態が⾮常に不安定な状況が続き、記
録的な⼤⾬が発⽣した。

・ 農作物の冠⽔・浸⽔や農業⽤ハウス等の被害、農地・農業⽤施設等における被害、林
地・林道施設等における被害、漁港施設等における被害が発⽣。特に、熊本県では、
⽇本⼀の⽣産量であるいぐさやその関連機械、定植期であったトマト等に浸⽔被害が
⽣じた。

・ 台⾵第15号の上陸と暖かく湿った空気の流⼊により、⻄⽇本から東⽇本の太平洋側を
中⼼に⾮常に激しい⾬が続いた。宮崎県や静岡県、神奈川県では線状降⽔帯が発⽣
し、短時間に集中した降⾬が観測された。

・ 台⾵通過に伴い、静岡県や茨城県といった複数地域で⻯巻等の突⾵が発⽣した。中で
も静岡県では、国内で観測された中で最⼤クラスの⻯巻が発⽣した。

・ 農作物の冠⽔・浸⽔や農業⽤ハウス等の被害、農地・農業⽤施設等における被害、林
地・林道施設等における被害、漁港施設等における被害が発⽣した。

・ 強い冬型の気圧配置が続き、北⽇本から⻄⽇本の⽇本海側や、東⽇本から⻄⽇本の内
陸で⼤雪となった。

・ 果樹の枝折れ・倒伏、野菜の凍霜害、農業⽤ハウスの損壊等の被害が発⽣した。

主な特徴と被害

令和7年8⽉
6⽇からの
⼤⾬

R7.8.6〜
8.21

東北地⽅
北陸地⽅
九州地⽅

令和7年9⽉
1⽇からの
⼤⾬及び突
⾵

R7.9.1〜
9.5

東北地⽅
関東地⽅
九州地⽅

令和7年冬
期の⼤雪

令和8年冬
期の⼤雪

R7.1〜2
東北・北陸地
⽅を中⼼とし
た全国各地

R8.1〜2
東北・北陸地
⽅を中⼼とし
た全国各地
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